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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
飲料用の容器と、該容器の上部開口部に被着され内側に流路及び上部に周壁部を形成する
栓体と、該栓体の上部の一端に設けたヒンジ受け部を基点とし回転中心軸線を横向きとし
て枢着され前記栓体の上部開口部を開閉自在に開閉する蓋体と、該蓋体を閉位置で前記栓
体に係止する係止手段を有する飲料用容器の栓体において、
前記栓体は、該栓体の中心軸線を中心として上下方向を貫通する中央開口部を有すると共
に一端に前記ヒンジ受け部に回動自在に接続するヒンジ部を有するリング部材と、該リン
グ部材の内側開口部に回動自在に装着すると共に側面に係止突起を配置した回転部材から
成り、前記栓体の内側流路の内壁に前記係止突起に係止可能な係止受け部を配置し、前記
回転部材の前記係止突起と前記栓体の係止受け部とのネジ回転による係止により前記係止
手段を構成すると共に、前記係止部の係止状態と解除状態の変化の過程において、前記蓋
体は前記リング部材と前記回転部材が一体で前記栓体開口部に対して上下方向に進退し、
続いて前記蓋体が前記ヒンジ受け部を基点にヒンジ回動して前記栓体開口部を開閉し、
前記蓋体を全開で倒したまま保持するために、前記ヒンジ受け部と前記ヒンジ部間にクリ
ック機構を設け、
前記クリック機構は、前記ヒンジ部の外向き面にクリック突起を設け、前記ヒンジ受け部
の内壁には、前記クリック突起に相応する位置に逃がし凹部を設けると共に、前記蓋体が
前記栓体に対して係止状態から係止解除状態に変化する過程におけるクリック突起の移動
範囲に相応する範囲に、前記逃がし凹部を配置し、前記蓋体が係止解除状態からヒンジ回
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動して前記容器本体を開放する過程において、前記クリック突起が前記ヒンジ受け部の前
記内壁に擦動してクリック抵抗を受けると共に、前記蓋体の全開位置において前記クリッ
ク突起が前記ヒンジ受け部の前記内壁の内側縁部を越えてクリック係止され、前記蓋体を
全開位置で固定することを特徴とする飲料用容器の栓体。
【請求項２】
前記ヒンジ部を前記ヒンジ受け部に対して上下方向移動自在に設け、前記リング部材の周
縁は、前記蓋体の係止部の係止状態においては前記栓体周壁の上端より低い位置にあると
共に、前記蓋体の係止部の解除状態においては前記栓体周壁の上端よりも上方に露出した
位置に移動するように、前記蓋体が上下方向に進退することを特徴とする請求項１記載の
飲料用容器の栓体。
【請求項３】
前記栓体周壁上端のヒンジ受け部の他端に、飲み口または注ぎ口を形成すると共に、前記
リング部材のヒンジ部の他端に、前記飲み口または注ぎ口に相対して上下方向に進退自在
に飲み口または注ぎ口を覆う飲み口カバーを設けたことを特徴とする請求項１または２に
記載の飲料用容器の栓体。
【請求項４】
前記リング部材のヒンジ部は凸部によって形成され、該ヒンジ部の両脇にスリットを設け
、該スリット外側部分を内外方向へ弾性変形する弾性板部とし、該弾性板部の外側の前記
外向き面に前記クリック突起を設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれ１項に記載
の飲料用容器の栓体。
【請求項５】
前記リング体のヒンジ部にヒンジ軸孔、前記栓体のヒンジ受け部にヒンジ部軸を設けてヒ
ンジ回動するヒンジ部を構成すると共に、ヒンジ軸孔は上下方向の長孔状とし、前記蓋体
が前記栓体に対して係止状態から係止解除状態に変化する過程に連動して前記ヒンジ部軸
に対して前記ヒンジ軸孔が長手方向に進退可能に構成したことを特徴とする請求項１～４
のいずれか１項に記載の飲料用容器の栓体。
【請求項６】
前記リング部材の長孔状の前記ヒンジ軸孔は、長孔の上端部から内側の方向へ略Ｌ字状に
屈曲したことを特徴とする請求項５に記載の飲料用容器の栓体。
【請求項７】
飲料用の容器と、該容器の上部開口部に被着され内側に流路及び上部に周壁部を形成する
栓体と、該栓体の上部の一端に設けたヒンジ受け部を基点とし回転中心軸線を横向きとし
て枢着され、前記栓体の上部開口部を開閉自在に開閉する蓋体と、該蓋体を閉位置で前記
栓体に係止する係止手段を有する飲料用容器の栓体において、
前記栓体は、中央開口部と周縁及び一端にヒンジ部を有するリング部材と、該リング部材
の内側開口部に回動自在に装着すると共に側面に係止突起を配置した回転部材から成り、
前記栓体の内側流路の内壁に係止受け部を配置し、前記回転部材の係止突起と前記栓体の
係止受け部とのネジ回転係合により前記栓体と前記蓋体との間の係止手段を構成すると共
に、前記係止部の係止状態と解除状態の変化の過程において、前記リング部材は前記栓体
と一体に固定された状態で前記回転部材が前記リング部材に対して上下方向に進退し、続
いて前記蓋体が前記ヒンジ受け部を基点にヒンジ回動して前記栓体開口部を開閉すること
を特徴とする飲料用容器の栓体。
【請求項８】
前記回転部材は、前記蓋体の係止手段の係止状態においてはその上面が前記リング部材の
上面と略同一となる位置にあると共に、前記蓋体の係止部の解除状態においては、その上
面が前記リング部材の上面から突出した位置に移動するように、前記回転部材が上下方向
に進退することを特徴とする請求項７に記載の飲料用容器の栓体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、飲料用容器の栓体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のものとして容器開口を開閉する蓋リングが容器本体にヒンジ軸支され、
蓋リングの内側に容器本体の開口に螺合し蓋を開閉する回転蓋を設けたもの（例えば特許
文献１など）。また、流路を覆う蓋がネジ嵌合により着脱するもの（例えば特許文献２な
ど）や蓋と栓本体を連結部材で連結したもの（例えば特許文献３など）、流路の内側を覆
う蓋がネジ嵌合により回転するが、蓋を分離着脱させずに蓋が付いたままの状態で飲む・
注ぐ操作ができるもの（例えば特許文献４など）。注ぎ口又は飲み口、流路を覆う蓋が後
部のヒンジ軸を基点に開閉し、蓋はバネ部材で開方向へ付勢され、蓋を閉状態に係止する
係止部材が設けられたもの（例えば特許文献５など）、飲み口、流路を覆う蓋が後部のヒ
ンジ軸を基点にして開閉するものであって、バネ部材はないもの（例えば特許文献６など
）、さらに飲み口の流路内に蓋部材が配置されたもの（例えば特許文献７など）が知られ
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第２５００１７３号公報
【特許文献２】意匠登録第１２５６５１６号公報
【特許文献３】意匠登録第１２５２６３１号公報
【特許文献４】意匠登録第１０９４３３０号公報
【特許文献５】特許第３６２００３８号公報
【特許文献６】特許第３４４８７５０号公報
【特許文献７】特許第４１５４７２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のようなネジキャップ、ヒンジ軸回動の合体型のものでは、飲料を注ぐ、飲
み栓体構造ではないため、正面の方向が認識しにくく、また上方から見た場合、蓋の係止
・係止解除、すなわち蓋が上下いずれかに進退しているかの認識がしにくい。
【０００５】
　特許文献２のようなネジキャップ式蓋における蓋分離型式では、外した蓋を手で保持し
たり机に置いたりする必要があるため、着脱操作性が簡便ではない。一方、特許文献２の
ような蓋が比較的長い連結部材を介して栓体に連結するものは、容器を傾けて飲む際にぶ
ら下がった蓋が邪魔であり、場合により額等に落下することがあり、また外した状態では
位置、向きが比較的自由に動いてしまうため、取り付ける際にネジ位置をいちいち合わせ
て操作する必要があり簡便ではない。さらに、特許文献４のような途中まで回転し流路隙
間を発生させるものでは、飲み口流路が全開放しないため、飲料の流出性、すなわち流量
、スピード、液面の変化を認識しにくく、コントロールしにくいため思うような量が出て
こなかったり、または思った以上の量が出てしまうことがあり簡便でなくまたやけどをし
てしまう懸念がある。
【０００６】
　また、特許文献５のようなワンタッチオープン式のものでは、蓋を係止するボタン・ロ
ック部材や、蓋やボタンを付勢するバネ部材が必要であり、構造が複雑となり、組立性や
商品コスト、洗浄性等が問題となり、さらにボタン・ロック部材の係止突起類が栓体の上
面や前面に配置されていると、飲む操作や携帯、収納する際に邪魔となり、落下させて突
起部が破損したり、カバン内で引っ掛かったりして不都合であり、しかも蓋がバネ部材で
弾発され回動する場合は、勢いよく開いた場合に蓋の止水パッキン等に付着した飲料水滴
が飛散して周囲を汚したり、或いは蓋の開く勢いに驚いてしまうおそれがある。
【０００７】
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　また、特許文献６のような手動フラップ式のものは、主に卓上で用いる非止水または簡
易止水構造のため、蓋を閉状態に係止する構造が無いまたは不十分であるため、携帯時や
落下時に蓋が開いてしまい飲料が漏れてしまうことがある。
【０００８】
　さらに、特許文献７のような手動注液孔レバー回転式のものでは、飲む際に容器開口や
液流路を全開放しないため、飲料の流出性を認識しにくく、コントロールしにくいため思
うような量が出てこなかったり、或いは思った以上の量が出てきてしまうことがあり簡便
でなく、またやけどをしてしまう懸念がある。また、液流路を全開放しないため、洗浄性
が不良であり衛生的でない。
【０００９】
　解決しようとする問題点は、蓋体で流路を開閉する飲料用容器において、蓋体を係止・
解除する操作を確実に行うこと、及び係止状態や解除状態の識別を確実に認識できるよう
にすることである。また、解決しようとする問題点は、容器開口や流路を塞ぐ蓋体のヒン
ジ回動による開閉操作を、確実かつ使用者の都合に応じたスピード等操作をわかりやすく
行えるようにすること、さらに、蓋体のヒンジ回動による全開位置で確実に蓋開状態を保
持できるようにすること、また、容器を傾けて飲料物を飲み或いは注ぐ操作において、飲
料の流出量、スピード、液面の変化など流出性を容易に認識でき、簡便かつ安心・安全に
流出操作を行えること、しかも、飲み口または注ぎ口の方向を容易かつ確実に認識できる
ようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１の発明は、飲料用の容器と、該容器の上部開口部に被着され内側に流路及び上
部に周壁部を形成する栓体と、該栓体の上部の一端に設けたヒンジ受け部を基点とし回転
中心軸線を横向きとして枢着され前記栓体の上部開口部を開閉自在に開閉する蓋体と、該
蓋体を閉位置で前記栓体に係止する係止手段を有する飲料用容器の栓体において、
前記栓体は、該栓体の中心軸線を中心として上下方向を貫通する中央開口部を有すると共
に一端に前記ヒンジ受け部に回動自在に接続するヒンジ部を有するリング部材と、該リン
グ部材の内側開口部に回動自在に装着すると共に側面に係止突起を配置した回転部材から
成り、前記栓体の内側流路の内壁に前記係止突起に係止可能な係止受け部を配置し、前記
回転部材の前記係止突起と前記栓体の係止受け部とのネジ回転による係止により前記係止
手段を構成すると共に、前記係止部の係止状態と解除状態の変化の過程において、前記蓋
体は前記リング部材と前記回転部材が一体で前記栓体開口部に対して上下方向に進退し、
続いて前記蓋体が前記ヒンジ受け部を基点にヒンジ回動して前記栓体開口部を開閉し、前
記蓋体を全開で倒したまま保持するために、前記ヒンジ受け部と前記ヒンジ部間にクリッ
ク機構を設け、前記クリック機構は、前記ヒンジ部の外向き面にクリック突起を設け、前
記ヒンジ受け部の内壁には、前記クリック突起に相応する位置に逃がし凹部を設けると共
に、前記蓋体が前記栓体に対して係止状態から係止解除状態に変化する過程におけるクリ
ック突起の移動範囲に相応する範囲に、前記逃がし凹部を配置し、前記蓋体が係止解除状
態からヒンジ回動して前記容器本体を開放する過程において、前記クリック突起が前記ヒ
ンジ受け部の前記内壁に擦動してクリック抵抗を受けると共に、前記蓋体の全開位置にお
いて前記クリック突起が前記ヒンジ受け部の前記内壁の内側縁部を越えてクリック係止さ
れ、前記蓋体を全開位置で固定することを特徴とする飲料用容器の栓体である。
【００１１】
　請求項２の発明は、前記ヒンジ部を前記ヒンジ受け部に対して上下方向移動自在に設け
、前記リング部材の周縁は、前記蓋体の係止部の係止状態においては前記栓体周壁の上端
より低い位置にあると共に、前記蓋体の係止部の解除状態においては前記栓体周壁の上端
よりも上方に露出した位置に移動するように、前記蓋体が上下方向に進退することを特徴
とする請求項１記載の飲料用容器の栓体である。
【００１２】
　請求項３の発明は、前記栓体周壁上端のヒンジ受け部の他端に、飲み口または注ぎ口を
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形成すると共に、前記リング部材のヒンジ部の他端に、前記飲み口または注ぎ口に相対し
て上下方向に進退自在に飲み口または注ぎ口を覆う飲み口カバーを設けたことを特徴とす
る請求項１または２に記載の飲料用容器の栓体である。
【００１３】
　請求項４の発明は、前記リング部材のヒンジ部は凸部によって形成され、該ヒンジ部の
両脇にスリットを設け、該スリット外側部分を内外方向へ弾性変形する弾性板部とし、該
弾性板部の外側の前記外向き面に前記クリック突起を設けたことを特徴とする請求項１～
３のいずれ１項に記載の飲料用容器の栓体である。
【００１４】
　請求項５の発明は、前記リング体のヒンジ部にヒンジ軸孔、前記栓体のヒンジ受け部に
ヒンジ部軸を設けてヒンジ回動するヒンジ部を構成すると共に、ヒンジ軸孔は上下方向の
長孔状とし、前記蓋体が前記栓体に対して係止状態から係止解除状態に変化する過程に連
動して前記ヒンジ部軸に対して前記ヒンジ軸孔が長手方向に進退可能に構成したことを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の飲料用容器の栓体である。
【００１５】
　請求項６の発明は、前記リング部材の長孔状の前記ヒンジ軸孔は、長孔の上端部から内
側の方向へ略Ｌ字状に屈曲したことを特徴とする請求項５に記載の飲料用容器の栓体であ
る。
【００１６】
　請求項７の発明は、飲料用の容器と、該容器の上部開口部に被着され内側に流路及び上
部に周壁部を形成する栓体と、該栓体の上部の一端に設けたヒンジ受け部を基点とし回転
中心軸線を横向きとして枢着され、前記栓体の上部開口部を開閉自在に開閉する蓋体と、
該蓋体を閉位置で前記栓体に係止する係止手段を有する飲料用容器の栓体において、
前記栓体は、中央開口部と周縁及び一端にヒンジ部を有するリング部材と、該リング部材
の内側開口部に回動自在に装着すると共に側面に係止突起を配置した回転部材から成り、
前記栓体の内側流路の内壁に係止受け部を配置し、前記回転部材の係止突起と前記栓体の
係止受け部とのネジ回転係合により前記栓体と前記蓋体との間の係止手段を構成すると共
に、前記係止部の係止状態と解除状態の変化の過程において、前記リング部材は前記栓体
と一体に固定された状態で前記回転部材が前記リング部材に対して上下方向に進退し、続
いて前記蓋体が前記ヒンジ受け部を基点にヒンジ回動して前記栓体開口部を開閉すること
を特徴とする飲料用容器の栓体である。
【００１７】
　請求項８の発明は、前記回転部材は、前記蓋体の係止手段の係止状態においてはその上
面が前記リング部材の上面と略同一となる位置にあると共に、前記蓋体の係止部の解除状
態においては、その上面が前記リング部材の上面から突出した位置に移動するように、前
記回転部材が上下方向に進退することを特徴とする請求項７に記載の飲料用容器の栓体で
ある。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１の発明によれば、回転部材の位置の突出、露出による外観差異が明確となるた
め、蓋体の閉め忘れを防止できる。また、蓋体を全開位置で固定することできる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、外観差異がいっそう明確となるため、蓋体の閉め忘れを防止
できる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、飲み口カバーを設けることにより、容器を傾けて飲む際や注
ぐ際の方向性を確実に認識できる。また、飲み口カバーは飲み口部を覆うため衛生的とな
る。
【００２１】
　請求項４の発明によれば、蓋体を全開位置で固定することできる。
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【００２２】
　請求項５の発明によれば、ヒンジ軸孔によって阻害されることなく蓋体の昇降を行うこ
とができる。
【００２３】
　請求項６の発明によれば、開蓋や閉蓋時に、引っ掛かりや回動不良を回避することがで
きる。
【００２４】
　請求項７の発明によれば、回転部材の位置の突出、露出による外観差異が明確となるた
め、蓋体の閉め忘れを防止できる。
【００２５】
　請求項８の発明によれば、外観差異がいっそう明確となるため、蓋体の閉め忘れを防止
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施例１を示す開蓋状態の全体斜視図である。
【図２】同蓋体の係止状態の栓体と蓋体の分解斜視図である。
【図３】同開蓋状態のヒンジまわりの平面図である。
【図４】同蓋体の係止状態の斜視図である。
【図５】同蓋体の係止状態の断面図である。
【図６】同蓋体の係止解除状態の断面図である。
【図７】同蓋体の係止解除状態の斜視図である。
【図８】同開蓋状態の断面図である。
【図９】同全開状態の分解斜視図である。
【図１０】本発明の実施例２を示す蓋体の係止解除状態の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明における好適な実施の形態について、添付図面を参照して説明する。尚、以下に
説明する実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を限定するものではな
い。また、以下に説明される構成の全てが、本発明の必須要件であるとは限らない。
【実施例１】
【００２８】
　図１～９に示すように、水、コーヒ、お茶或いは清涼飲料を収容する飲料用容器は、容
器１の上部開口部２に栓体３を被着すると共に、この栓体３には蓋体４が開閉自在に設け
られている。容器１は、有底筒状の内筒５の外側に有底筒状の外筒６を配置すると共に、
口部を接合した本体の上縁に縁部材７が被着しており、内筒５と外筒６との間には真空空
間８が設けられる。そして縁部材７の内周に第１の雌ネジ９が容器１の中心軸線10を中心
として形成されている。
【００２９】
　前記栓体３の栓本体11は、合成樹脂製であって、中心軸線10と同軸状で上部開口部２に
被着される上部円筒部12と、この上部円筒部12の下方にテーパー筒部13を介して連設され
る下部円筒部14とを備えてそれらの内側の中心軸線10上に流路15が形成されている。そし
て、上部円筒部12の上部の一端には回動接続手段であるヒンジ受け部16が設けられると共
に、このヒンジ受け部16を除いた上部円筒部12の上部には平面が略環状の周壁部17が設け
られており、この周壁部17におけるヒンジ受け部16と反対側の部位によって口をつける飲
み口18或いは飲料を流出するための注ぎ口が形成される。尚、この飲み口18或いは注ぎ口
が形成される周壁部17においては、飲料を飲んだり注ぎ出したりするとき、中心軸線10を
中心としてヒンジ受け部16側が後側、ヒンジ受け部16と反対側が前側、前後方向に直交す
る方向が左右方向となり、実施例ではヒンジ受け部16で邪魔されない周壁部17の前側、左
右両側で飲んだり注ぎ出したりすることができるようになっている。また、下部円筒部14
には第１の雌ネジ９に螺着する第１の雄ネジ19が設けられている。
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【００３０】
　前記栓体３の蓋体４は、合成樹脂製であって、上部円筒部12に嵌合するリング部材20と
、リング部材20に対して回動自在な回転部材21とを備え、リング部材20は中央に中心軸線
10と同軸で円形な中央開口部22が形成されていると共に、後部側にヒンジ受け部16に連結
するヒンジ部23が設けられており、ヒンジ受け部16とヒンジ部23とは、ステンレス鋼等鉄
系金属製のヒンジ部軸24によって直結している。回転部材21は中央開口部22に中心軸線10
と同軸状に設けられる開閉操作円板部25と、開閉操作円板部25の下部にリング部材20を挟
むようにしてテーパー筒部13と下部円筒部14に嵌合する有底な短筒部26とを備えており、
この短筒部26の上部側には下部円筒部14の上部に着脱可能なパッキン等の止液用の弾性リ
ング27が装着している。
【００３１】
　回転部材21における開閉操作円板部25と短筒部26とは、中心軸線10上で凹凸嵌合（図示
せず）がなされており、この嵌合によって開閉操作円板部25に加えられた回転力を短筒部
26に伝達できるようになっている。
【００３２】
　そして、蓋体４を閉位置で栓本体11に係止する係止手段28は、下部円筒部14の内周面に
中心軸線10を中心とした内向き突起でありまた係止受け部でもある第２の雌ネジ29と、第
２の雌ネジ29に螺合し短筒部26の下部に中心軸線10を中心として形成されている係止突起
である第２の雄ネジ30によって形成されている。第２の雌ネジ29は、中心軸線10を中心と
して略８等分した周方向長さのものが周方向の隙間31を介して略等間隔に配置されており
、この分割された第２の雌ネジ29は内側に突設しており、そして後方斜め左右一対と前方
斜め左右一対の４箇所に配置されている。このため、短筒部26の外周に形成される第２の
雄ネジ30が係止突起となり、一方下部円筒部14の内側に形成される流路15の内壁に設けた
第２の雌ネジ29からなる内向き突起が係止突起に係止する係止受け部となる。
【００３３】
　さらに、短筒部26の下部の開口箇所に、流路15を遮断するように中心軸線10を中心とし
た平面が円形の底板32を設ける。そして、底板32の外周縁に沿って上下方向を貫通すると
共に平面が円弧状の注液穴33を複数円環状に配置することで、隣接する注液穴33間には底
板32の周縁と中底板部32Ａとを結ぶ連絡橋部34が形成される。この連絡橋部34は中心軸線
10を中心とした放射方向に配置されている。実施例では注液穴33は、後部斜め左右方向と
前部斜め左右方向の４箇所に設けられており、この結果連絡橋部34は中心軸線10を中心と
して前後左右方向に配置されており、また４箇所の注液穴33の上方に４箇所の第２の雌ネ
ジ29が対向するように配置されている。
【００３４】
　さらに、注液穴33の円弧長さＡは、第２の雌ネジ29の円弧長さＢより長く、第２の雌ネ
ジ29間の隙間31の円弧長さＣより連絡橋部34の円弧長さＤは小さく形成されて、しかも連
絡橋部34は平面視で隙間31の中間に配置されている。また、注液穴33の中心軸線10側方向
の幅Ｅは、第２の雌ネジ29のネジ山、すなわち中心軸線10側方向の幅Ｆよりは大きく形成
されている。
【００３５】
　尚、飲み口18の外周壁の前側の一部に口を添える凹部35が形成されており、この凹部35
は口添え部を兼ねる液垂れ受け部を形成するものであり、この凹部35は前側の連絡橋部34
に対向するように配置され、そしてこの凹部35の外側を覆うことができる飲み口カバー36
がリング部材20の前部に下向きに屈曲して連設している。
【００３６】
　さらに、前記ヒンジ受け部16、ヒンジ部23、ヒンジ部軸24について説明する。ヒンジ部
軸24の中心である回転中心軸線37は中心軸線10と対向するように水平方向に配置されるも
のであって、ヒンジ受け部16は横向き円柱形状であって、周壁部17の後部に凹部を形成す
ることで、その凹部の左右に間隔をおいて一対配置している。そしてヒンジ受け部16のほ
ぼ中央にヒンジ部軸24が挿通する貫通部38が回転中心軸線37に沿って形成されており、ま
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た左右一対のヒンジ受け部16における相互に対向する内壁16Ａは回転中心軸線37に対して
直交状態に形成されている。そして、貫通部38の直径はヒンジ部軸24の直径と同一かわず
かに小さく形成されている。
【００３７】
　前記ヒンジ部23はリング部材20に弦を描くように切り取られた後部の中央に後方及び上
下方向に突設すると共に左右一対の内壁16Ａ間に配置される凸部によって形成されており
、ヒンジ部23は全体としては横向きな楕円柱状に形成され、その左右方向を向く外向き面
23Ａは回転中心軸線37に直交して、内壁16Ａに対向している。そして、左右一対の内壁16
Ａ間の幅より、組立前における左右一対の外向き面23Ａ間の幅と左右一対の外向き面23Ａ
にそれぞれ設けられる後述するクリック突起42の回転中心軸線37方向の突出長さの合計は
、わずかに長く設定されている。このため図３に示すような組立時においては、クリック
突起42は内壁16Ａに圧接しており、回動して蓋体４が開閉するとき、左右一対の内壁16Ａ
に対して左右一対の外向き面23Ａに設けられたクリック突起42は摺動するようになってい
る。また、横向きな楕円柱状のヒンジ部23は、短径方向をリング部材20とその周面の外側
方向に配置し、長径方向を開閉操作円板部25と短筒部26との方向と平行に配置したもので
あって、ヒンジ部軸24が貫挿するため左右一対の外向き面23Ａの間を貫通したヒンジ軸孔
39は、その縦断面が円形ではなく長径方向に長い逆Ｌ字状の長孔形状になっている。すな
わちヒンジ軸孔39の前記短径方向の幅はヒンジ部軸24の直径と同じかわずかに大きく形成
されている。一方、ヒンジ軸孔39の前記長径方向の長さは、ヒンジ部軸24の直径に比較し
て１．５～２．５倍程度に形成されている。さらに、ヒンジ軸孔39の上端に開閉操作円板
部25側に向けた凹部40が形成されており、この凹部40は開閉操作円板部25側に向けて円弧
状に突設しているものであり、その深さはヒンジ部軸24が係止できる程度となるようにヒ
ンジ部軸24の直径の半分以下に形成されている。そしてヒンジ軸孔39の長径方向の長さは
、後述するように蓋体４が下部円筒部14に落とし込まれた閉蓋状態から開蓋固定状態にな
るまでの移行、或いは逆に移行するときにヒンジ部軸24が対応して移動できる長さに形成
されている。
【００３８】
　さらに、蓋体４を全開で倒したまま保持するために、ヒンジ受け部16とヒンジ部23間に
クリック機構を設ける。このクリック機構は、内壁16Ａに逃がし凹部41を形成すると共に
、外向き面23Ａにクリック突起42を設けたもので、クリック突起42は外向き面23Ａの上部
に配置されるもので、回転中心軸線37方向に突設してその先端を内壁16Ａに当接している
。一方、ヒンジ部軸24を回転中心として蓋体４を回動したときのクリック突起42の回動軌
跡における閉蓋状態から飲み口カバー36が上向き状態を介してさらに斜め下向き状態にな
って、はじめて固定される領域にクリック突起42の先端が当接しない内壁16Ａが形成され
ている。実施例では逃がし凹部41は内壁16Ａの上部から外側、すなわち上部円筒部12と反
対方向の部位、さらに下部にかけて形成されている。
【００３９】
　さらに、ヒンジ部23に弾性板部43を一体に設ける。この弾性板部43は内壁16Ａと対向す
るように配置されるもので、実施例ではクリック突起42は外向き面23Ａの上部に配置され
るので、外向き面23Ａと平行に該外向き面23Ａの内側、すなわち回転中心軸線37における
中央部側において蓋体４の上面方向からヒンジ軸孔39に至るように切り込んでスリット44
を形成している。そして、弾性板部43はスリット44と外向き面23Ａとの間に側面が逆Ｕ字
形状となって、その両基端が固定されると共に、先端が自由端に形成されている。
【００４０】
　次に前記構成について、その作用を説明する。蓋体４の係止状態である図２、４、５に
示す閉蓋状態では第２の雄ネジ30が第２の雌ネジ29に螺合することで両者が係止状態とな
って、栓本体11に蓋体４が固定され、弾性リング27が下部円筒部14の上部に当接すること
で止水が図られる。この閉蓋状態にあっては、下部円筒部14の内面に短筒部26が相対する
位置に入り込むと共に、テーパー筒部13にリング部材20が蓋体の上面側より嵌合した状態
で第２の雄ネジ30が第２の雌ネジ29に係止している。
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【００４１】
　さらにこの閉蓋状態にあっては、貫通部38に回動自在に支持されているヒンジ軸部はヒ
ンジ軸孔39内の上端に位置している。また、クリック突起42の先端は逃がし凹部41に対向
するように配置されて、内壁16Ａには当接しない状態になっている。このためスリット44
の回転中心軸線37方向の両面は平行に配置されてスリットが確保されている。
【００４２】
　そして、開閉操作円板部25を摘んで操作することで蓋体４の係止解除状態である図６、
７に示すように回転部材21を回動させ係止状態にある第２の雄ネジ30を第２の雌ネジ29よ
り離脱することで、両者間のネジによる係止が解除される。この結果、蓋体４が中心軸線
10に沿って上方に移動すると、閉蓋状態が維持されるもののリング部材20の上端が上部円
筒部12の上端より持ち上がり、両上端間に１～２ｍｍ程度の視認可能な段差（または突出
外観）45が生ずることで、弛んだ閉蓋状態を示すようになっている。
【００４３】
　また係止閉蓋状態から蓋体が係止解除の閉蓋状態に移行するときには、係止状態が解除
されることに起因して蓋体４が雄雌ネジの周方向の傾斜（ネジピッチ）に沿って傾斜の上
方方向へ周回動し移動することで、ヒンジ部軸24は、ヒンジ軸孔39の上端に移動するよう
になっている。また、クリック突起42の先端は逃がし凹部41に対向するように配置されて
、内壁16Ａには当接しない状態になっている。
【００４４】
　次に開蓋状態である図８に示すように、ヒンジ部23を中心として蓋体４を開く、この際
には、後述するようにクリック突起42が内壁16Ａに当接するまで、蓋体４はヒンジ部軸24
を回転中心として回動すると共に、ヒンジ部軸24はヒンジ軸孔39の長手方向に自由に移動
しながら飲み口カバー36が斜め下向きになるまで蓋体４は回動することができる。
【００４５】
　そして、全開状態である図９に示すように、ヒンジ部軸24を回転中心として蓋体４をさ
らに回動すると、クリック突起42が逃がし凹部41と内壁16Ａとの間の段差を乗り上げて、
クリック突起42が内壁16Ａに当接することで、蓋体４より手を離してもその回動位置で飲
み口カバー36が斜め下向きとなっている蓋体４が仮固定状態となる。このようにクリック
突起42の先端が内壁16Ａに当接すると、その当接力によって弾性板部43がヒンジ受け部16
の中央側に倒れるように弾性変形してスリット44の幅が狭くなり、弾性板部43の復元力に
よって外向き面23Ａはクリック突起42の先端に圧接し、この結果クリック突起42と外向き
面23Ａとの圧接力を向上して比較的大きな蓋体４に仮固定力で発揮できるようになってい
る。更に、クリック突起42が内壁16Ａの内側端部を越えて内方（底板32側）へ回動した位
置においても、クリック突起42の弾性変形が解消されて左右一対のクリック突起42の軸線
37方向の突出長さの幅は左右一対の内壁16Ａ間の幅より大きくなるため、内壁16Ａの内側
端部の縁にクリック突起42が係止して蓋の戻り方向（閉方向）への回動が規制され、蓋体
の全開状態の仮固定が維持できる。
【００４６】
　次に容器１を手で握って飲み口18に口をつけて容器１を傾けることで、収容されている
飲料を容器１から注液穴33を通って下部円筒部14、上部円筒部12を介して周壁部17に至っ
て呑むことができる。この際、ヒンジ部23側には口を付けることはできないばかりか、飲
むときには邪魔になるので、容器１を手で握るときには、中心軸線10を中心としてヒンジ
部23と反対側に位置する前側が下側になるようにして容器１を下向きに傾ける。
【００４７】
　この際、容器１内の飲料の流れは、中底板部32Ａ及び連絡橋部34に当たって大量の流出
を阻止する第１行程流路15Ａ、注液穴33の開口面積により注液穴33から適正流量を流出す
る適正流量流出のための第２行程流路15Ｂ、さらに注液穴33から流出した飲料の全部また
は一部は内側に突設している第２の雌ネジ29に当たって隙間31側に流れ方向を迂回して流
れ幅、すなわち水柱幅を略隙間31程度とする流れ幅調節のための第３行程流路15Ｃ、そし
て周壁部17より流出する外部流出の第４行程流路15Ｄを経るものである。このような飲料
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の流出の際に、飲料で塞がれないヒンジ部23側の注液穴33によって外の空気が容器１内に
流入する空気導入するための空気導入路46が生ずる。
【００４８】
　以上のように、前記実施例では連絡橋部34を流出の際の隔壁として作用させることによ
り、流出する飲料が連絡橋部34にぶつかって二股に分離すると共に、流出の勢いが抑制さ
れる。
【００４９】
　尚、蓋体４を閉じるときには上述の開蓋動作と逆操作をすればよい。
【００５０】
　以上のように、前記実施例では飲料用の容器１と、該容器１の上部開口部２に被着され
内側に流路15及び上部に周壁部17を形成する栓体３と、該栓体３の上部の一端に設けたヒ
ンジ受け部16を基点とし回転中心軸線37を横向きとして枢着され栓体３の中央開口部22を
開閉自在に開閉する蓋体４と、該蓋体４を閉位置で栓体３に係止する係止手段28を有し、
栓体３は、栓体３の中心軸線10を中心として上下方向を貫通する中央開口部22を有すると
共に一端にヒンジ受け部16に回動自在に接続するヒンジ部23を有するリング部材20と、リ
ング部材20中央開口部22に回動自在に装着すると共に側面に係止突起である第２の雄ネジ
30を配置した回転部材21から成り、栓体３の内側流路15の内壁に第２の雄ネジ30に係止可
能な係止受け部である第２の雌ネジ29を配置し、回転部材21の第２の雄ネジ30と栓体３の
第２の雌ネジ29とのネジ回転による係止により前記係止手段28を構成すると共に、左右一
対のヒンジ受け部16間に架設されるヒンジ部軸24が貫通するヒンジ部23にヒンジ軸孔39を
設けると共に、ヒンジ軸孔39は閉蓋時中心軸線10方向に長い長孔形状として、第２の雄ネ
ジ30の係止状態と解除状態の変化の過程において、蓋体４はリング部材20と回転部材21が
一体で栓体開口部となる上縁に対して上下方向に進退し、続いて蓋体４がヒンジ受け部16
を基点にヒンジ回動して栓体開口部を開閉することで、蓋体４の係止状態、解除状態の識
別が、回転部材21の上下方向の進退により回転部材21の上端位置の突出、露出による外観
差異が明確となるため、確実に認識でき、誤って閉め忘れてしまい容器１を倒して飲料物
が漏れてしまうようなことを防ぐことができる。
【００５１】
　また、蓋体４の係止、解除の操作、すなわち蓋体４の上下方向の進退と、容器開口、流
路15の開閉の操作、すなわち蓋体４のヒンジ回動を、順番にひとつずつ行うことができ、
また操作部材を弾発させるようなバネ部材を用いないため、使用者の握力や手の大きさと
いった個人的な都合、条件に応じて好みの操作スピード等でわかりやすくマイペースで操
作を行うことができる。
【００５２】
　さらに、容器１の開口、流路15が大きく開放されるため、飲料物を飲む或いは注ぐ際の
流出量、スピード、液面の移動などの流出性を確実に把握し操作管理できるため、確実か
つ安全、安心して操作を行うことができる。
【００５３】
　しかも、栓体３の周壁部17上端のヒンジ受け部16の他端に、飲み口18または注ぎ口を形
成すると共に、リング部材20のヒンジ部23の他端に、飲み口18または注ぎ口に相対して上
下方向に進退自在に飲み口18または注ぎ口を覆う飲み口カバー36を設けたことにより、飲
み口18または注ぎ口を覆う飲み口カバー36を設けることにより、口を添えて容器１を傾け
て飲む際の方向性を確実に認識でき、安心かつ簡便に操作を行うことができる。飲み口カ
バー36が飲み口18を覆うため衛生的であり、さらに飲み口18の外周壁に口添兼液垂受け部
用の凹部35を設けることにより、より確実かつ快適に飲む操作を行えると共に、飲んだ後
に飲み口18に付着した飲料の水滴が凹部35に付着して溜まるため、容器１を伝わり垂れ落
ちて容器１やテーブルを汚すことを防止することができる。
【００５４】
　また、前記リング部材20のヒンジ部23の両脇にスリット44を設け、スリット44外側部分
を内外方向へ弾性変形する弾性板部43とし、弾性板部43の外側にクリック突起42を設け、
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栓体３のヒンジ受け部16の内側に、リング部材20のクリック突起42に相応する位置に逃が
し凹部41を設けると共に、蓋体４が栓体３に対して係止状態から係止解除状態に変化する
、すなわち上下方向に進退する過程におけるクリック突起42の移動範囲に相応する範囲に
、逃がし凹部41を上下方向に長手状に配置し、蓋体４が係止解除状態からヒンジ回動して
容器１を開放する過程において、クリック突起42がヒンジ受け部16の内壁16Ａに擦動して
クリック抵抗を受けると共に、蓋体４の全開位置（ヒンジ回動終了位置）においてクリッ
ク突起42がヒンジ受け部16の逃がし凹部41の縁部を越えてクリック係止され、蓋体４を全
開位置で固定することで、容器１を傾けて飲む或いは注ぐ操作において、蓋体４の全開状
態が誤って解除されるおそれがなく確実に維持でき、安心して操作を行うことができる。
【００５５】
　さらに、リング部材20のヒンジ部23にヒンジ軸孔39、栓体３のヒンジ受け部16にヒンジ
部軸24を設けてヒンジ回動するヒンジ部23を構成すると共に、ヒンジ軸孔39は上下方向の
長孔状とし、蓋体４が栓体３に対して係止状態から係止解除状態に変化する上下方向に進
退する過程に連動してヒンジ部軸24がヒンジ軸孔39の長手上下方向に進退可能に構成し、
リング部材20の長孔状のヒンジ軸孔39は、長孔の最上端部から内側の方向、すなわちリン
グ部材20の中央開口部22側へ略逆Ｌ字状に屈曲して、ヒンジ軸孔39の前後方向の短径が上
端部で内側方向へ径大に形成されることで、リング部材20のヒンジ部23に設けた長孔状の
ヒンジ軸孔39を、最上端部からの内側の方向、すなわちリング部材の中央開口部22側へ略
Ｌ字状に屈曲してヒンジ軸孔39の前後方向の短径が上端部で内側方向へ径大となったため
、蓋体４をヒンジ回動して閉めた時に回転部材21の第２の雄ネジ30が栓体３内側の流路15
の内壁や第２の雌ネジ29に当接した場合にも、リング部材20のＬ字状屈曲部にヒンジ部軸
24が入り込むようにリング部材20が後方へ移動することができるため、当接による引っ掛
かりや回動不良を回避でき、その後の回転部材21のネジ嵌合による係止解除状態から係止
状態への上方から下方へ進退の作動、操作へ支障なく移行することができる。
【実施例２】
【００５６】
　図１０は実施例２を示しており、前記実施例１と同一部分には同一符号を付し、その詳
細な説明を省略する。実施例２においては、リング部材20は栓体３と一体に固定された状
態で回転部材21がリング部材20に対して上下方向に進退したものであって、回転部材21が
栓本体11に係止している状態では、回転部材21の上面はリング部材20の上面と実施例１と
動揺に同一面状にあり、一方回転部材21が栓本体11に係止解除の状態では、回転部材21が
リング部材20に対して上方に突出して段差45´が外観上あらわれるようになっている。そ
して、蓋体４がヒンジ受け部16を基点にヒンジ回動して栓体３を開閉するようにしたもの
である。
【００５７】
　このような実施例２においても、実施例１と同様に蓋体４の係止状態、係止解除状態を
段差45´を視認することで認識することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　以上のように本発明に係る飲料用容器の栓体は、各種の用途に適用できる。
【符号の説明】
【００５９】
１　容器
２　上部開口部
３　栓体
４　蓋体
10　中心軸線
11　栓本体
14　下部円筒部（流路内壁）
15　流路
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16　ヒンジ受け部
17　周壁部
18　飲み口
20　リング部材
21　回転部材
22　中央開口部
23　ヒンジ部
24　ヒンジ部軸
28　係止手段
29　第２の雌螺子（内向き突起、係止受け部）
30　第２の雄螺子（係止突起）
36　飲み口カバー
41　逃がし凹部
42　クリック突起
43　弾性板部
44　スリット
45　45´　段差

【図１】 【図２】
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